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学会地方会からの寄附要請

学会地方会より寄附要請がありました。この学会地方会には団体性があ

りませんが、上部団体の学会には団体性があります。

また、下部組織であるこの地方会の運営、会計等は上部団体の管理下で

行われていることが確認できました。この地方学会に寄附できますか？?

A 回答

上部団体の学会には団体性があり、事業報告及び会計報告等に、下部

組織である地方会の活動が記載されています。この場合は、地方会か

らの寄附要請を上部団体からの寄附要請とみなしますので、この地

方学会に寄附ができます。
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